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針刺し等の傷害を伴い感染症に
罹患した疑いがある場合の検査・予防措置費用

保険金受け取りまでの手順

ステップ１（事故報告）
1 ) 学校の担当者や実習指導者に、事故発生（感染のリスクが生じたこと）を連絡してください。
2 ) 医療機関で受診してください。
3 )  ④「Will」針刺し事故等傷害を伴う感染事故報告書を印刷してください。
4 ) 記入例を参考に事故報告書の必要事項を記入し、学校に提出してください。
5 ) 学校から「Will」事務局に事故報告書が送られます。

○ ステップ１で、ご注意頂きたい事項 ○

補償範囲

事故報告の期限

事故報告は、可能な限り速やかに行ってください。

原則的に各種の事故報告は、事故発生日から30日以内の事故報告をお願いしています。

保険金請求権の時効は 3年間ありますので、30 日を過ぎても補償に問題ありません
が、事故との因果関係の証明を求められる場合があります。

事故報告の方法

ケガの治療のために入・通院をした場合は、入・通院日額も補償されます。

臨地実習中の針刺し等傷害を伴う事故での検査・予防措置費用に限ります。

実習参加前の予防措置に要した費用は、補償の対象に含まれません。
［注］院内マニュアルや病院の指示によって患者さんの検査代を請求された場合も保険の対象となり

ます。事故状況欄にその旨記載してください。

事故報告は、必ず学校を通じて行ってください。

学校が記名・捺印する項目があります。



請求に必要な書類

ステップ 3（保険金の受け取り）
9 ) 保険金が、保険金請求書にご記入頂いたご指定口座へ入金されます。
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保険金の請求に当たっては、下記の書類が必要となります。
必要となる書類は大切に保管しておいてください。

感染検査予防費用請求に必要な書類

①感染予防費用兼傷害保険金請求書

②医療機関発行の「診療明細書付領収書」（原本）
　( 検査、または予防措置の費用であることが分かるもの）

○ ステップ2で、ご注意頂きたい事項 ○

ステップ 2（保険金の請求）
6 ) 請求に必要な書類の準備。
7 ) 学校に郵送される保険金の請求書類を受け取ってください。
8 ) 保険金請求書にご記入のうえ、必要書類を添付し、返送してください。
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